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序　　　　　文

　独立行政法人国際協力機構（JICA）は、マラウイ共和国政府及び関係機関との協議に基づき、

平成 18（2006）年 12月、主に県教育事務所（District Education Office）担当官の能力強化を通じた、

県教育開発計画（DEP）の制度化をめざす「県教育開発計画制度化プロジェクト（DEPIP）」を開

始しました。

　今般、同プロジェクトの実施期間が、平成 22（2010）年 12月のプロジェクト終了まで残り約半

年間となったことを受け、これまで 4年間の活動実績と進捗、プロジェクト目標と成果の達成度

を確認し、提言と教訓の抽出を行い、さらに今後の方向性についてマラウイ側関係者と協議する

ため、平成22年7月に終了時評価調査団が派遣されました。本報告書は、同調査団の調査・評価

結果を取りまとめたものであり、類似の地方教育行政支援プロジェクトの計画立案・実施にも広

く活用されることを願うものであります。

　ここに、本調査にご協力いただいた内外関係者の方々に深く謝意を表するとともに、引き続き

一層のご支援をお願いする次第です。

　平成22年10月

独立行政法人国際協力機構
マラウイ事務所長　小淵伸司





目　　　　　次

序　文

地　図

写　真

略語表

調査結果要約表

第１章　終了時評価調査の概要 ………………………………………………………………………… 1
　１－１　終了時評価調査の目的 ……………………………………………………………………… 1
　１－２　調査団の構成 ………………………………………………………………………………… 1
　１－３　調査期間 ……………………………………………………………………………………… 1
　１－４　対象プロジェクトの概要 …………………………………………………………………… 2
　　１－４－１　プロジェクトの背景 ………………………………………………………………… 2
　　１－４－２　プロジェクトの概要 ………………………………………………………………… 3
　　１－４－３　プロジェクトのログフレーム（PDM） …………………………………………… 3

第２章　評価手法 ………………………………………………………………………………………… 4
　２－１　評価手法 ……………………………………………………………………………………… 4
　２－２　評価のデザイン ……………………………………………………………………………… 4
　２－３　データ収集・分析方法 ……………………………………………………………………… 6

第３章　プロジェクトの実績と現状 …………………………………………………………………… 7
　３－１　投入実績 ……………………………………………………………………………………… 7
　　３－１－１　日本側投入 …………………………………………………………………………… 7
　　３－１－２　マラウイ側投入 ……………………………………………………………………… 7
　３－２　活動実績 ……………………………………………………………………………………… 8
　３－３　成果（アウトプット）の達成状況 ………………………………………………………… 9
　　３－３－１　成果１「DEP 計画策定・見直しにかかるプロセスが明確に定義・導入され

 る」 ……………………………………………………………………………………… 9
　　３－３－２　成果 2「DEP 策定・見直しに必要なスキルと知識が県及び教育管区レベル

 で強化される」 ………………………………………………………………………10
　　３－３－３　成果 3「県教育担当官が DEP を有効活用するためのマーケティング能力が

 開発される」 …………………………………………………………………………10
　３－４　プロジェクト目標と上位目標達成の見込み ………………………………………………11
　　３－４－１　プロジェクト目標「質の高い DEP が全県において策定され、定期的に見直

 しされる」 ………………………………………………………………………………11
　　３－４－２　上位目標「DEP が全県において活用される」 ……………………………………13
　３－５　実施プロセス …………………………………………………………………………………15
　３－６　外部条件の影響 ………………………………………………………………………………15



第４章　評価５項目による評価結果 ……………………………………………………………………17
　４－１　妥当性 …………………………………………………………………………………………17
　４－２　有効性 …………………………………………………………………………………………17
　４－３　効率性 …………………………………………………………………………………………18
　４－４　インパクト ……………………………………………………………………………………18
　４－５　自立発展性 ……………………………………………………………………………………19
　　４－５－１　政策面 …………………………………………………………………………………19
　　４－５－２　組織面 …………………………………………………………………………………19
　　４－５－３　財政面 …………………………………………………………………………………20
　　４－５－４　技術面 …………………………………………………………………………………20
４－６　結論 ………………………………………………………………………………………………20

第５章　本調査で確認された事項と提言 ………………………………………………………………22
　５－１　本調査で確認された事項 ……………………………………………………………………22
　　５－１－１　県レベル関係者による DEP の理解 ………………………………………………22
　５－２　提言 ……………………………………………………………………………………………22
　　５－２－１　中央レベルにおける DEP を活用した教育政策の一層の推進 …………………22
　　５－２－２　DEP の継続性確保のための中央レベルの関与の強化 …………………………23
　　５－２－３　DEP フォーマットの簡素化 …………………………………………………………23
　５－３　教訓 ……………………………………………………………………………………………24

付属資料

１．合同評価報告書承認にかかる協議議事録 …………………………………………………………29



地　図地図 

 





関係者会議 関係者会議

ステアリング・コミッティ ミニッツ署名

写　真





 

略　語　表

略語 正式名 日本語名

CWED Central West Education Division 中西部教育管区

DDP District Development Plan 県開発計画

DEM District Education Manager 県教育事務所長

DEO District Education Office 県教育事務所

DEP District Education Plan 県教育開発計画

DEPIP
Project for Supporting District Education Plan 
Institutionalisation Programme

県教育開発計画制度化

プロジェクト

DfID
（UK）Department for International 
Development

（英国）国際開発省

EDSA Education Decentralisation Support Activity 教育分権化支援活動

EFA-FTI Education For All – Fast Track Initiative
万人のための教育・ファストトラックイ

ニシアティブ

EMIS Education Management Information System 教育管理情報システム

GTZ
Deutsche Gesellschaft fu・・r Technische 
Zusammenarbeit

ドイツ技術協力公社

LA Local Assembly 地方議会

LDF Local Development Fund 地方開発基金

M&E Monitoring and Evaluation モニタリング・評価

MGDS Malawi Growth and Development Strategy マラウイ成長開発戦略

MoEST Ministry of Education, Science and Technology 教育科学技術省

MoLGRD
Ministry of Local Government and Rural 
Development

地方自治地域開発省

NESP National Education Sector Plan 国家教育セクター計画

NIPDEP
The National Implementation Programme for 
District
Education Plans

全国地方教育支援計画策定

調査（開発調査）

NSMMP
Study on National School Mapping and Micro-
planning

全国スクールマッピング・マイクロプラ

ンニングプロジェクト

（開発調査）

ORT Other Recurrent Transaction 経常予算

PCM Project Cycle Management プロジェクト・サイクル・マネジメント

PO Plan of Operation （プロジェクト）活動計画

PDM Project Design Matrix プロジェクト・デザイン・マトリックス

PSIP Primary School Improvement Programme 初等学校改善プログラム

SIP School Improvement Plan 学校改善計画



SWAp Sector Wide Approach セクターワイドアプローチ

TWG Technical Working Group 技術作業部会

USAID
United States Agency for International 
Development

米国国際開発庁



－ i －

 

評価調査結果要約表

１．案件の概要

国名：マラウイ共和国 案件名：県教育開発計画制度化プロジェクト（DEPIP）

分野：基礎教育 援助形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：マラウイ事務所 協力金額（評価時点）：2 億 1,000 万円

協力期間：

（R/D）2006 年 12 月～ 2010 年 12 月（4 年間）

先方関係機関：教育科学技術省（MoEST）
日本側協力機関：特になし

他の関連協力（本案件に先行して実施した 2 つの開発調査）

　-「全国スクールマッピング・マイクロプランニングプロジェクト（NSMMP）」、2000 ～ 2002 年

　-「全国地方教育支援策定調査（NIPDEP）」、2003 ～ 2005 年

１－１　協力の背景と概要

　マラウイ共和国（以下「マラウイ」と記す）では、1994 年に初等教育無償化政策が導入され、

初等就学率が急速に増加する一方で、教室や教材、教員の絶対的不足、またそれらに起因する形で

教育の質の低下が顕在化し、中途退学率の増加や児童の学習成績の低下が深刻な課題となった。ま

たマラウイでは 90 年代後半以降、地方分権化政策が推し進められており、教育セクターにおいて

も 2008 年に「県（District）レベルに対する教育運営機能の委譲ガイドライン」が策定され、初等

教育及び遠隔教育にかかる権限が県レベルに大幅に委譲されることとなり、地方教育行政の能力強

化の重要性が高まりつつある。

　このような地方分権化の流れにおける地方教育行政の能力強化を図るために、JICA は 2000 年

11 月より開発調査「全国スクールマッピング・マイクロプランニングプロジェクト（Study on 
National School Mapping and Micro-planning In the Republic of Malawi：NSMMP）」を実施し、1）県

教育開発計画（District Education Plan：DEP）作成のためのマニュアル作成、2）正確な統計に基づ

いた現状分析と DEP 作成、3）教育行政官の能力向上にかかる支援を行い、2002 年 7 月までに全

国 33 県で DEP が策定された。続く 2003 年 2 月から 2005 年 9 月にかけて、NSMMP で策定され

た DEP が地方分権化政策の流れの中で確実に実施されるための実施体制の提案を目的とした「全

国地方教育支援計画策定調査（The National Implementation Programme for District Education Plans：
NIPDEP）」を実施した。NIPDEP では、全県における DEP 策定支援に加えて、全国 6 つのパイロッ

ト県（District）にグラントを供与し DEP コンポーネントの実施支援（校舎・教員住宅・理科実験

室の建設、教材調達、教員研修、コミュニティ啓発）を行った。

　これらの開発調査による支援を通じて、また地方分権化が少しずつ進展する中で、DEP の意義

は関係者に認識されつつあるものの、地方教育行政システムは依然脆弱であり、特に県教育行政官

の能力向上と地方分権化を支える中央政府レベル（教育科学技術省の出先機関である教育管区事務

所を含む）における DEP の制度化と関係者の能力向上の必要性は高い。こうした背景から JICA は、

中央・地方政府の能力強化を通じて DEP 策定・見直しプロセスが定着し、最終的には DEP プロセ

スが教育行政システムにおいて制度化されることを目的とした「県教育開発計画制度化プロジェク

ト（Project for Supporting District Education Plan Institutionalisation Programme：DEPIP）」（以下本プロ

ジェクト）を 2006 年 12 月より 2010 年 12 月までの 4 年間の予定で開始した。

１－２　協力内容

　本案件は、県レベル関係者の計画・マーケティング能力を強化し、全国 34 県において質の高い

DEP が策定され、更新されるための制度を確立することをめざす。DEP は県レベルにおける全て
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の教育ニーズを網羅し、かつ国家教育セクター計画（National Education Sector Plan：NESP）の実施ツー

ルとして活用されることが期待される。

　（１）上位目標：DEP が全県において予算策定や実施の根拠として活用される。

　（２）プロジェクト目標：質の高い DEP が全県で策定され、定期的に見直される。

　（３）成果

1）DEP 策定・見直しにかかるプロセスが明確に定義・導入される。

2）DEP 策定・見直しに必要なスキルと知識が県及び教育管区レベルで強化される。

3）県教育担当官が DEP を有効活用するためのマーケティング能力が開発される。

　（４）投入

日本側：

長期専門家　　延べ 2 名 機材供与　　　　　　1,300 万円

短期専門家　　延べ 1 名 ローカルコスト負担　8,600 万円

研修員受入　　5 名

相手国側：

カウンターパート配置　　23 名 ローカルコスト負担　16,666,865MK
執務室、運転手（2010 年 4 月以降）の提供

２．評価調査団の概要

調査者：  団長総括：佐久間　潤　JICA 人間開発部次長（基礎教育）

 協力企画：東谷　あかね、JICA マラウイ事務所　企画調査員（教育）

 評価分析：平野　明子　グローバルリンクマネージメント株式会社

調査期間： 2010 年 7 月 12 日～ 7 月 28 日 評価種類：終了時評価調査

３．評価結果の概要

３－１　実績の確認

プロジェクト - 34 県全県で県教育開発計画（DEP）と年次計画が策定され、本調査時までにそ

目標：  れぞれ 1 回ずつ更新された。2 回目の更新が各県で承認中であり、プロジェク

  ト終了時までに全県で承認される見込みである。

 - 全県の DEP（2010-12）が DEP の「質」基準を上回っている。

成果： 1）2010 年 11 月までにガイドラインを印刷・配布の予定。現在策定中の DEP

（2010-2012）は 2010 年 8 月までに完成予定。質問票の回答により、DEP プロセ

スに対する関係者の理解が深まっていることを確認した。

 2）DEP 策定・見直しにかかるワークショップ・研修が計画どおり実施され、参

加率も平均 70％を超えておりおおむね高い。DEP（2010-2012）はプロジェクト

が作成した質のチェックリストにしたがって策定されている。

 3）全県の DEP にマーケティング活動が計画され、2008 年には全県で関連活動

が実施されていることを確認した。2009 年度には選定した 7 県においてマーケ

ティング活動の実施支援を行い、それらの活動における良い例や教訓等をまと

めた事例集を策定中。
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３－２　評価結果の要約

　（１）妥当性

　プロジェクト目標及び上位目標と、地方分権化政策や国家教育セクター計画（NESP）といっ

たマラウイの国家政策との整合性は高いが、地方分権化の進捗に遅れがみられたことから、中間

レビューの際に上位目標の見直しを行った。ターゲットグループのニーズにも合致しており、県

関係者は「DEP は教育開発にかかる課題やギャップを特定するためのガイドであり、DEP を策

定することで県教育開発の目標達成により集中して取り組むことができる」とし、DEP 策定の

必要性と有用性を認識している。日本の ODA 政策との整合性もみられ、妥当性は高い。

　（２）有効性

　プロジェクト目標は達成見込みであることが確認された。DEP 策定・見直しに必要なガイド

ラインを作成することによりプロセスを明確化し、関係者の能力強化を図り、さらに DEP 普及・

活用を推進するマーケティング活動を支援する 3 つの成果は、プロジェクト目標の達成に向けて

貢献していることが認められる。DEP 策定・見直しが計画どおり行われたことに加えて、特に

中間レビュー以降は DEP の質の向上に向けた取り組みとして、DEP の「質」を具体的な指標と

して提示したチェックリストを作成し、DEP（2010-2012）の策定プロセスにおいて同リストが

活用された。プロジェクト目標達成の貢献要因として 2008 年のコアトレーナー制度（コアトレー

ナーとして任命された中央教育省、教育管区事務所、県教育事務所、地方自治地域開発省の行政

官が、講師研修を受講した後、講師として県レベル関係者に対する研修を実施する制度）導入が

挙げられる一方で、阻害要因としては DEP ガイドライン策定や質の確認プロセスにおける教育

省計画局からの技術的なインプットが、当初期待されたようには提供されなかったことが挙げら

れる。

　（３）効率性

　プロジェクト実施の効率性について、プロジェクト開始当初は問題が見られたが、2008 年以

降日本人専門家（短期及び長期）が派遣されたことでプロジェクトの実施体制が再構築され、

2009年の中間レビュー以降はその進捗がよりスムーズとなった。2008年に導入されたコアトレー

ナー制度も効果的に機能しており、コアトレーナーをそれぞれ中央、教育管区、県レベルから選

出したことで、研修内容がより包括的かつ実践的なものになった。但し、コアトレーナーや県教

育事務所長（District Education Manager：DEM）の頻繁な異動が成果達成のための阻害要因の一

つとなった。経費負担については、中間レビューにおける合意に従い、2009 年度以降の実施経

費の一部をマラウイ側が負担している。しかしながら、教育省教育計画局のプロジェクトへの関

与は依然十分とはいえない。

　（４）インパクト

　一層の努力は要するものの、今後 3 ～ 5 年の間に上位目標が達成される見込みは高いことが

確認された。調査の結果、資金確保のためのツールとしての DEP の活用度が高まっていること、

またマーケティング活動の実施がその活用促進の要因の一つであることが確認された。これまで

の DEP の活動実績は多くの県で比較的高い数字を示しているが、県レベルにまだ教育開発予算

権限が委譲されていない現状から考えて、県教育事務所（District Education Office：DEO）は各

県内での資金確保に向けて引き続き努力が必要となる一方で、地域内で確保可能な資金が相対的

に少ない県については中央教育省からの特別な支援が不可欠である。また外部条件とはいえ、地

方分権化の進捗の遅れそのものが上位目標達成の阻害要因となっている点に関して、調査におい

ても中央教育省から「現時点では教育開発予算を地方に権限委譲するつもりはない」という考え
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が表明されており、そもそもプロジェクト開始時点から中央教育省が地方分権化をどれほどの具

体性をもって認識していたかは不明である。その他の正のインパクトとして、教育管区事務所が

担当県の教育開発の実状をより把握するようになったこと、DEO と地方議会の連携が促進され

たことにより県の教育行政が改善しつつあること、学校関係者や地域住民といったステークホル

ダーに DEP の存在や内容を紹介したことにより、彼らの教育課題解決のための取り組みへの参

加が促進されたこと等が確認された。

　（５）自立発展性

　プロジェクト終了後の成果の持続性を高めるための取り組みは始められているが、その持続性

確保のためには、特に教育計画局主導による組織的環境整備が不可欠である。

　本調査では、プロジェクト終了後も資金のより良い活用と NESP 達成のための有効なツールと

して DEP を継続活用するという教育省の方針については確認したが、中央レベルでの資金配分

や NESP 実施のモニタリングツールとして DEP を活用するための制度は構築されていない。組

織面については、これまでプロジェクト実施運営にかかる中央教育省の関与が非常に限定的で

あったことから、教育計画局政策計画課を DEP 担当課として任命し、プロジェクト終了後に現

在のプロジェクト事務局の役割を引き継ぐことが確認された。財政面については、県レベルに

おける DEP 策定・見直しにかかる費用は主に地方議会、それ以外の DEP 更新のためのフォロー

アップ研修やモニタリングといった活動費用は中央教育省が負担する形で既に整理・確保されて

おり、今後も継続的に予算を確保していく必要がある。技術面については、プロジェクト終了

までに全県において DEP の更新が少なくとも 2 回は行われることから、多くの DEM がこれま

でのプロセスを通じて習得した知識・スキルを活用する形で、プロジェクト終了後は自分たち

で DEP 更新を継続できるとしている一方で、DEP 更新スケジュールのフォロー、一定の質の確

保の観点から引き続き中央省庁からの支援が必要である。今後は教育省教育計画局内にフォーカ

ルポイントを設置し、必要な技術支援を行うことが期待される。また、DEP プロセスは非常に

手間や時間がかかることが問題点として指摘されていることから、プロジェクト終了までに適宜

DEP フォーマットやプロセスの見直しを行う予定である。

３－３　効果発現に貢献した要因

　（１）計画内容に関すること

　中間レビュー（2009 年 1 月実施）において、PDM の見直し及びマラウイ側との経費負担の整

理を行ったことで、中間レビュー以降のプロジェクトの効率性が向上した。

　（２）実施プロセスに関すること

　コアトレーナー制度の導入によりプロジェクトの効率性が高まり、また同時にマラウイ側関係

者のオーナーシップの醸成にも寄与した。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

　（１）計画内容に関すること

　地方分権化の進捗の遅れにより、上位目標の見直しを余儀なくされた。また、当初の活動計画

（Plan of Operation：PO）が策定されていなかったことにより、計画に基づいた案件監理が行われ

なかった。



－ v －

　（２）実施プロセスに関すること

　日本人専門家の派遣の遅れ、プロジェクト開始当初の JICA からの十分な側面支援やマラウイ

側とのコミュニケーション不足、マラウイ側関係者の頻繁な異動と中央教育省の関与不足がプロ

ジェクトの円滑な実施の阻害要因となった。

３－５　結論

　プロジェクト目標はプロジェクト終了までに達成される見込みであり、予定どおり 2010 年 12
月にプロジェクト活動を終了することを確認した。本プロジェクトは開始当初いくつか問題を抱

えていたものの、2008 年以降、プロジェクト目標の達成に向けて効果的に活動を実施している

ことが確認された。県や教育管区レベルでは DEP 策定・見直しに関する関係者のスキルや能力

が向上し、教育開発における DEP の活用及び認知度が増加していることも観察された。今後も

DEP プロセスを継続するとともに、プロジェクトの成果の自立発展性を確保するために、教育

省のより強いイニシアティブが求められる。

３－６　提言

　１）中央レベルにおける DEP を活用した教育政策の一層の推進

（１）中央レベルにおける DEP に対する理解も一定程度進んではいるものの、依然としてその

活用レベルは十分ではない。教育計画局と基礎教育局が協力して地方への資源・資金配

分計画を策定する際には、DEP の一層適切な活用が求められる。

（２）現在 DEP は、NESP のモニタリングや地域格差解消のためのツールとしてほとんど活用

されていない。DEP 達成状況のモニタリングを、その上位計画である NESP のモニタリ

ング・フレームワークに統合することが現実的かつ効率的である。また、各県の DEP を

横断的に比較・分析することで、特に教育開発が遅れている県を特定し、優先的な資源

配分を行うといった政策にも DEP を活用することが求められる。

（３）地方分権化の進展に伴い、本来であれば中央教育省は各県（地方政府）に対して必要な

教育予算を交付金（ブロックグラント）の形で配分することが望ましい。今後万人の為

の教育・ファストトラックイニシアティブ（Education For All – Fast Track Initiative：EFA-
FTI）触媒基金やプールファンド等を活用していく際には、こうした流れを確立すること

が適切である。

（４）包括的かつ統一された学校改善計画（School Improvement Plan：SIP）とスクールグラン

トの導入を図る初等学校改善プログラム（Primary School Improvement Programme：PSIP）
が本格的に開始されるにあたり、DEP と SIP 両者の関係整理が今後必要である。

　２）DEP の継続性確保のための中央レベルの関与の強化

（１）プロジェクト終了後もプロジェクトの成果の継続性を確保するためには、より強い中央

教育省の関与が不可欠である。特に、以下の点での関与の強化が期待される。

a．DEP 更新・見直し作業を行うにあたっての指示・フォローアップ

b．DEP 更新・見直しに必要な活動の実施予算の確保（コアトレーナー研修等）

c．コアトレーナー制度継続のための措置（コアトレーナーの任命、TOT の実施等）

d．DEP のミニマムスタンダード確保のための措置（県に対する技術支援等）
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（２）上述の取り組みを実施するにあたり、教育省教育計画局（政策計画課）内にフォーカル

ポイントを任命し、組織的に DEP プロセスを主導・調整する体制を構築することが不可

欠である。同フォーカルポイントは終了時評価終了時点からプロジェクト活動に主体的

に関与する必要がある。

　３）DEP フォーマットの簡素化

　DEP の策定・更新に多くの労力を要していることから、プロジェクト期間内に DEP フォーマッ

トの見直しを行い、簡素化を検討することが望ましい。

３－７　教訓

・実施協議の段階でマラウイ側と経費負担にかかる協議がもたれなかったことから、2009 年 1
月の中間レビュー調査において具体的な協議が行われるまでの間、マラウイ側による経費負担

がほとんどなされていなかった点について、こうした議論はプロジェクト開始前の段階で先方

政府と粘り強く交渉しておくことが不可欠である。

・開発調査の後継案件として本プロジェクトを開始するにあたり、技術協力プロジェクトは相手

国関係者の能力開発（強化）や制度構築に主眼を置き、開発調査に比べて先方のオーナーシッ

プがより求められる点について、マラウイ教育省側の理解が十分に得られていなかった可能性

がある。本プロジェクトにおいて 2008 年以降導入されたコアトレーナー制度のように、中央

教育省の関係者がよりプロジェクト活動に関与する仕組み作りをより早い段階から検討する

ことが望ましい。
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第１章　終了時評価調査の概要

１－１　終了時評価調査の目的

　本調査は、2006年 12月よりマラウイ共和国（以下「マラウイ」と記す）で実施中の県教育開

発計画制度化プロジェクト（DEPIP）（以下本プロジェクト）が 2010年 12月に協力を終了するに

あたり、これまでのプロジェクトの投入及び活動の実績と進捗、成果やプロジェクト目標の達成

度を確認し、プロジェクトの残りの期間で取り組むべき課題や今後の活動の方向性について提言

を取りまとめることを目的として、教育科学技術省（Ministry of Education, Science and Technology: 
MoEST）と合同で実施するものである。

（１）これまで実施した協力活動について、当初計画と比較しながら投入実績、活動実績、計

画達成度を確認する。

（２）（１）の計画達成度を踏まえ、評価 5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、自立

発展性）の観点から評価を行う。

（３）上記の評価結果に基づき、プロジェクト終了までに取り組むべき課題を整理すると共に、

プロジェクト終了後の自立的な先方の取り組みを促すための提言を行う。

（４）評価・協議結果を両国の合意事項として協議議事録（ミニッツ）に取りまとめる。

１－２　調査団の構成

担　当 氏　名 所属・役職

団長／総括 佐久間　潤 JICA 人間開発部次長（基礎教育）

協力企画 東谷　あかね JICA マラウイ事務所、企画調査員（教育）

評価分析 平野　明子 グローバルリンクマネージメント株式会社

１－３　調査期間

　2010年7月11日（日）～ 7月28日（水）

月日 曜日 業務行程

1 7月11日 日 （平野団員マラウイ着）

2 7月12日 月
JICA事務所打合せ

教育省基礎教育局長及び計画局担当官インタビュー

3 7月13日 火

教育省計画局長代理表敬、プロジェクト専門家インタビュー

中西部教育管区（Central West Education Division：CWED）事務所長・計

画担当官インタビュー

Lilongwe Urban教育事務所長・計画チームインタビュー

4 7月14日 水

USAID（教育分権化支援活動（Education Decentralisation Support 
Activity：EDSA）プロジェクト）関係者インタビュー

地方自治・農村開発省担当官インタビュー

5 7月15日 木 Dedza県教育事務所長インタビュー

6 7月16日 金 Chiradzulu県教育事務所長・計画チームインタビュー

7 7月17日 土 資料整理・評価グリッド作成
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１－４　対象プロジェクトの概要

　１－４－１　プロジェクトの背景

　マラウイでは、1994年に初等教育無償化政策が導入され、初等就学率が急速に増加する一

方で、教室や教材、教員の絶対的不足、またそれらに起因する形で教育の質の低下が顕在化

し、中途退学率の増加や児童の学習成績の低下が深刻な課題となった。またマラウイでは 90
年代後半以降、地方分権化政策が推し進められており、教育セクターにおいても2008年に「県

（District）レベルに対する教育運営機能の委譲ガイドライン」が策定され、初等教育及び遠隔

教育にかかる権限がが県レベルに大幅に委譲されることとなり、地方教育行政の能力強化の重

要性が高まりつつある。

　このような地方分権化の流れにおける地方教育行政の能力強化を図るために、JICAは 2000
年11月より開発調査「全国スクールマッピング・マイクロプランニングプロジェクト（NSMMP）」
を実施し、1）県教育開発計画（DEP）作成のためのマニュアル作成、2）正確な統計に基づい

た現状分析とDEP作成、3）教育行政官の能力向上にかかる支援を行い、2002年 7月までに全

国 33県でDEPが策定された。続く 2003年 2月から 2005年 9月にかけて、NSMMPで策定された

DEPが地方分権化政策の流れの中で確実に実施されるための実施体制の提案を目的とした開発

調査「全国地方教育支援計画策定調査（NIPDEP）」を実施した。NIPDEPでは、全県における

DEP策定支援に加えて、全国 6つのパイロット県（District）にグラントを供与しDEPコンポー

ネントの実施支援（校舎・教員住宅・理科実験室の建設、教材調達、教員研修、コミュニティ

8 7月18日 日 評価グリッド作成

9 7月19日 月
団内打合せ

コアトレーナー（教育管区計画官、県教育事務所長）インタビュー

10 7月20日 火
（佐久間団長マラウイ着）

団内打合せ、JICA事務所打合せ

11 7月21日 水
教育科学技術省表敬（事務次官）

教育省計画局担当官インタビュー

12 7月22日 木
団内打合せ、プロジェクト専門家インタビュー

ミニッツ協議（教育省計画局長代理及び計画担当官）

13 7月23日 金
GTZ及びDfID教育セクター担当者インタビュー

プロジェクト関係者会議、プロジェクト専門家との打合せ

14 7月24日 土 評価グリッド修正・評価報告書作成

15 7月25日 日 評価グリッド修正・評価報告書作成

16 7月26日 月
団内打合せ、評価グリッド・報告書修正

ミニッツ協議（教育省計画局長代理及び計画担当官）

17 7月27日 火 Steering Committee（関係者に対する評価結果の共有）

18 7月28日 水

ミニッツ署名

世界銀行教育セクター担当者インタビュー

大使館報告、JICA事務所報告

19 7月29日 木 （佐久間団長、平野団員マラウイ発）
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啓発）を行った。

　これらの開発調査による支援を通じて、また地方分権化が少しずつ進展する中で、DEPの意

義は関係者に認識されつつあるものの、地方教育行政システムは依然脆弱であり、特に県教育

行政官の能力向上と地方分権化を支える中央政府レベル（教育科学技術省の出先機関である教

育管区事務所を含む）におけるDEPの制度化と関係者の能力向上の必要性は高い。こうした

背景から JICAは中央・地方政府の能力強化を通じてDEP策定・見直しプロセスが定着し、最

終的にはDEPプロセスが教育行政システムにおいて制度化されることを目的とした「県教育

開発計画制度化プロジェクト（DEPIP）」を 2006年 12月より 2010年 12月までの 4年間の予定で

開始した。

　１－４－２　プロジェクトの概要

プロジェクト名： 県教育開発計画制度化プロジェクト（DEPIP）
協力期間： 2006年12月～ 2010年12月（4年間）

上位目標： DEPが全県において予算策定や実施の根拠として活用される。

プロジェクト目標： 質の高いDEPが全県で策定され、定期的に見直される。

期待される成果： （１） DEP策定・見直しにかかるプロセスが明確に定義・導入される。

（２） DEP策定・見直しに必要なスキルと知識が県及び教育管区レベル

で強化される。

（３） 県教育担当官がDEPを有効活用するためのマーケティング能力

が開発される。

　１－４－３　プロジェクトのログフレーム（PDM）

　本プロジェクトでは、他の技術協力プロジェクトと同様、プロジェクト・サイクル・マネジ

メント（Project Cycle Management：PCM）手法に則り、目標・活動・投入等のプロジェクトの

主要構成要素や、プロジェクトを取り巻く外部条件との論理的相関関係を示したPDM0を作成

し、2006年 12月の討議議事録（Record of Discussion：R/D）締結時において、協議議事録の付

属文書として承認した。

　しかしながら、2009年1 ～ 2月に実施した中間レビュー調査において、プロジェクト目標と

成果の因果関係、成果指標、外部条件にかかる部分を見直す必要があることが確認されたこと

から、それまでの活動の進捗状況と成果の達成状況の確認、さらに外部条件の変化を含む成果

達成にかかる促進・阻害要因を整理した上で、PDMの修正を行った。修正版PDM1について

は付属資料1 ANNEX1を参照のこと。主なPDM修正のポイントは以下のとおり。

• 残りのプロジェクト期間において、各県で策定・見直されるDEPの質の確保に重点をおく。

• プロジェクトのめざすべき方向（上位目標）をDEPの「実施」ではなく「活用」とし、県

教育事務所担当官のマーケティング能力の向上を成果の一つとして整理する。
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第２章　評価手法

２－１　評価手法

　本調査は、「JICA事業評価ガイドライン（2004年 1月改訂版）」に基づいた評価手法に沿って、

以下のとおり実施した。

（１） プロジェクトの計画を論理的に配置したプロジェクト・デザイン・マトリックス（Project 
Design Matrix：PDM）の最新版（PDM1）1を評価の枠組みとして捉え、PDM1の指標に照

らしてプロジェクトの実績を確認した。

（２） プロジェクトの目標達成度合いに貢献した要因・阻害した要因をプロジェクトのデザイ

ン及び実施プロセスの観点から分析した。

（３） 「妥当性」「有効性」「効率性」「インパクト」「自立発展性」の 5つの観点（評価 5項目）

からプロジェクトを評価した。

（４） プロジェクトの残り期間に実施する活動と、プロジェクト終了後のマラウイ側の取り組

みに対する提言と、類似案件の計画や実施に有効であると思われる教訓を抽出した。

　評価にあたっては、日本側とマラウイ側の合同評価として、評価結果を合同評価レポート（付

属資料 1）として取りまとめ、プロジェクト運営委員会（Steering Committee）において承認・合

意した。

　評価5項目の各項目の定義は以下の表2-1のとおりである。

表２－１　評価５項目の定義

２－２　評価のデザイン

　評価のデザインを策定するにあたり、討議議事録（R/D）、PDM、活動計画（PO）、中間レビュー

1　実施協議時に PDM0 が策定されたが、2009 年 1 ～ 2 月の中間レビューの際に見直され、PDM1 が策定された。

評価5項目 JICA事業評価ガイドラインによる定義

1．妥当性 プロジェクトのめざしている効果（プロジェクト目標や上位目標）が受益者の

ニーズに合致しているか、相手国と日本側の政策との整合性はあるか、プロジェ

クトの戦略・アプローチは妥当か等「援助プロジェクトの正当性・必要性」を

検証する。

2．有効性 プロジェクトの成果の達成度合いとそれがプロジェクト目標の達成にどの程度

結びついたかを検証する。

3．効率性 各投入のタイミング、量、質の適切度を検討し、プロジェクトの投入から生み

出される成果の程度を把握する。

4．インパクト プロジェクトの実施によりもたらされる、より長期的、間接的効果や波及効果

を見る視点。上位目標の達成度合いと、プロジェクトが実施されたことにより

生じる直接・間接的な正負の影響を検証する。

5．自立発展性 援助が終了しても、プロジェクトの成果が持続されるかどうか、自立発展に必

要な要素を見極めつつ、プロジェクト終了時の見通しを検証する。
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調査報告書、プロジェクト進捗報告書、その他プロジェクト関連文書等に基づき、評価項目案を

作成し、評価グリッドにまとめた。主な評価項目は下表のとおり。

表２－２　主な評価項目

5 項目

その他基準

評価設問

大項目 小項目

実績の検証 上位目標の達成見込み DEP（県教育開発計画）が全県において活用される。

プロジェクト目標の

達成見込み

質の高い DEP が全県において策定され、定期的に見直しさ

れる。

成果（アウトプット）

は達成されているか

成果 1：DEP 策定・見直しにかかるプロセスが明確に定義・

導入される。

成果 2：DEP 策定・見直しに必要なスキルと知識が県及び

教育管区レベルで強化される。

成果 3：県教育担当官が DEP を有効活用するためのマーケ

ティング能力が開発される。

投入は予定どおり

行われたか

日本側：専門家派遣、現地スタッフの雇用、資機材の供与、

カウンターパート研修（本邦）、現地業務費

マラウイ側：カウンターパートの配置、事務局執務室の提

供、現地業務費

実施プロセス

の検証

活動の進捗 活動は計画どおり行われたか

プロジェクト管理体制 意思決定プロセスは適切に機能したか

プロジェクト

モニタリング体制
モニタリングのしくみは適切か

相手国実施機関の

オーナーシップ

教育省、管区事務所、県教育事務所の役割と責任は明確か

適切なカウンターパートが選定され、プロジェクトに参加

したか

妥当性

計画の妥当性

プロジェクトはマラウイ側政策及びターゲットグループの

ニーズと整合しているか

プロジェクトは日本の ODA 政策と整合しているか

カウンターパートの選定は適切か

プロジェクト

アプローチの妥当性

プロジェクトの計画はマラウイ政府及び関係者との合意の

下適切に行われたか

プロジェクトの戦略やアプローチは適切か

有効性

プロジェクト目標の

達成の見込み
プロジェクト目標の達成見込み及び貢献・阻害要因の有無

各成果とプロジェクト

目標の関連性

各成果はプロジェクト目標の達成に向けて適切か

外部条件の変化により目標達成に影響があったか

効率性

投入の質、規模、時期

の適切性
投入は成果達成に向けて適切か

技術移転の適切性 技術移転の手法は適切か
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２－３　データ収集・分析方法

　本調査では、以下の方法により情報・データ収集及び評価を行った。

　（１）文献資料調査

　現地調査実施前・実施中に、既存の文献・報告書、プロジェクト作成資料等から情報収集

を行った。

　（２）質問票

　評価グリッドに基づき質問票を作成し、プロジェクトマネージャー（教育計画局副局長）、

教育管区事務所計画官、県教育事務所長（DEM）、地方議会（Local Assembly：LA）担当官、

プロジェクト専門家（日本人）に配布し、情報収集を行った。

　（３）インタビュー

　教育科学技術省（以下教育省）、地方自治地域開発省、教育管区事務所、県教育事務

所、地方議会、開発パートナー（米国国際開発庁（United States Agency for International 
Development：USAID）、ドイツ技術協力公社（Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit：
GTZ）、（英国）国際開発省（（UK）Department for International Development：DfID）、世界銀行）、

プロジェクト専門家（日本人及びローカルコンサルタント）を対象にインタビューを実施し

た。

インパクト 上位目標の達成見込み 上位目標の達成見込み及び貢献・阻害要因の有無

正・負のインパクト
プロジェクト実施により予期しないインパクト

（正・負）がもたらされたか

自立発展性 プロジェクトの成果は

プロジェクト終了後も

持続するか

政策的、組織的、財政的、技術的観点から自立発展性は見

込めるか

自立発展性に関する

貢献・阻害要因
貢献要因及び阻害要因
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第3章　プロジェクトの実績と現状

３－１　投入実績（詳細は付属資料1 ANNEX3を参照）

　プロジェクトの投入は、開始当初、日本人専門家派遣の遅延などがあったが、その後改善され、

特に中間レビュー以降はPDM及びPOに基づいて計画どおりに行われた。

　３－１－１　日本側投入

　　（１）専門家派遣

　プロジェクトは当初、長期専門家、短期専門家（年 1.5MM程度）、ローカルコンサル

タント（年1.2MM程度）をそれぞれ投入することを計画していたが、長期専門家（日本人）

の配置が遅れたことから、プロジェクト開始から約1年3カ月間、プロジェクト運営はロー

カルコンサルタントと JICAマラウイ事務所が行った。2008年以降、日本人専門家 2名及

びローカルコンサルタントの体制でプロジェクト運営が行われている。日本人専門家（長

期・短期）は合計52.6月 /人分が投入されている。

表３－１　日本人専門家派遣内容

氏　名 指導分野 派遣期間

小林　由季 短期（政策・組織制度） 2007 年 11 月～ 2007 年 12 月

吉田　晴彦 長期（プロジェクト運営管理 / 業務調整） 2008 年 4 月～ 2009 年 10 月

小林　由季 短期（チーフアドバイザー / 地方教育行政） 2008 年 5 月～ 2010 年 12 月

齋藤　菜奈子 長期（業務調整 /DEP 普及・活用） 2009 年 12 月～ 2010 年 12 月

　　（２）現地スタッフの雇用

　ローカルコンサルタント（2名及び1社）、秘書、運転手が雇用されている。

　　（３）研修実績

　合計 5名のコアトレーナー（カウンターパート）が 2008及び 2009年度に本邦研修に参

加した。2010年度中にさらに3名が本邦研修に参加予定である。

　　（４）機材供与

　全ての教育管区事務所及び県教育事務所に対し、パソコン、コピー機、プリンター、

UPSなどを供与した。

　　（５）現地業務費

　日本側現地業務費として合計 86,410,378円が拠出された（2010年度分は計画値）。詳細

は表3-2を参照。

 
　３－１－２　マラウイ側投入

　マラウイ側からは、カウンターパートの配置、事務局執務室の提供（MoEST内）、現地業務
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費の投入（2009年度以降）があった。

　　（１）カウンターパートの配置

　本プロジェクトは、MoEST事務次官をプロジェクトディレクター、教育計画局長をプ

ロジェクトマネージャーとしている。2010年 3月に教育計画局長が離職し、同ポストが

空席のままとなっているため、副局長がプロジェクトマネージャーとして任命されてい

る。R/Dでは教育計画局政策計画課が本プロジェクト事務局のカウンターパートとなる

ことが合意されているが、実際に実務レベルの業務は提供されていない。なお、運転手

は 2010年 4月以降MoESTから提供されることになったが、出張旅費・交通費はプロジェ

クトが負担している。

　2008年にコアトレーナー制度が導入され、MoEST教育計画局及び基礎教育局、教育管

区事務所、県教育事務所、地方自治地域開発省の行政官がコアトレーナーとして任命さ

れた。

　　（２）現地業務費

　現地業務費の分担に関しては、プロジェクト計画時に双方で正式な議論が行われてい

なかったが、2009年 2月の中間レビュー調査の際に、改めてマラウイ側の負担額及びそ

のタイミングについて協議を行い合意に至った。拠出額については表3-2を参照。

表３－２　日本側及びマラウイ側の現地業務費拠出額

2006年度注1 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度

日本側投入（円） 9,126,378 11,324,000 17,591,000 28,047,000 20,322,000
（予定額）

2007年度注1 2008年度 2009年度 2010年度

マラウイ側投入（MK） 151,000 1,511,000 4,878,865 10,126,000
（予定額）

注１：日本の予算年度は4月～ 3月、マラウイの予算年度は7月～ 6月

３－２　活動実績（詳細は付属資料1 ANNEX3を参照）

　POはプロジェクト計画時には作成されず、2009年 1 ～ 2月の中間レビュー後に作成された。

中間レビュー後はPOに従って、活動が実施され定期的にモニタリングが行われた。

表３－３　主な活動内容

活動 概要

ベースライン調査 2007年にローカルコンサルタントが実施。

内容を見直したうえ、2008年に再実施。

ガイドライン作成 DEP策定・見直し・マーケティングに関するガイドライン

及びマニュアルの作成。

ワークショップ・

研修

コアトレーナー研修、ガイドラインワークショップ、DEP策定・見直しワー

クショップ、啓発・マーケティングワークショップなどを実施。
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３－３　成果（アウトプット）の達成状況

　成果の達成度について、PDM1に明記された指標に基づいて確認した。また指標として設定さ

れていない内容についても、質問票やインタビューからの情報・データを収集し、達成度を確認

した。

　３－３－１　成果１「DEP計画策定・見直しにかかるプロセスが明確に定義・導入される」

　　成果1の達成状況は以下のとおりである。

その他会議 運営委員会（計5回）及び技術作業部会（Technical Working Group：TWG、計3回）

を開催。なお、TWGの活動は中間レビューの際にプロジェクトの活動対象外

とした。

指標 結果

1a. DEP ガイドライン及びマニュアル

により策定された内容 
（テーマ、スケジュール、役割分担、

質確保のチェックリストなど）

• 策定・見直し・マーケティングに関する必要なガイドラ

インが策定された。質確保のチェックリストも策定され

てガイドラインに含まれている。

• 質問票の結果 2 によると、回答した全ての DEM（21 名）

と大多数の地方議会担当官は策定された DEP ガイドライ

ンは実用的で有用であると回答している。

1b. 教育省及び地方議会により

承認された DEP の数

• DEP（2008-2010 年度）は全 34 県が策定し、教育省・地

方議会により承認されている。

• DEP（2010-2012 年度）は策定の最終段階にきており、

2010 年 8 月までには完成・承認の予定である。

1c. DEP 策定・見直しのプロセスに

関する各レベルでの理解度

• 質問票の結果によると、回答した全ての DEM、地方議会

担当官及び管区計画官は、DEP 策定・見直しのプロセス

に関して“良く理解している”と回答した。

　成果1は期間内での達成が見込まれる。必要なガイドラインが策定され、2010年11月までに

は印刷・配布される予定である。また、最新のDEP（2010-2012年度）は策定の最終段階であり、

プロジェクト期間内に完成予定である。国家教育セクター計画（NESP）とのリンクについて

は、2008年 6月に同計画が正式承認された後、NESPの 3つの柱（Quality and Relevance、Access 
and Equity、Governance and Management）に基づいた分類をDEPフォーマットに導入した。

　質問票の結果によると、実際にDEP策定・見直しを行っているDEMや地方議会担当官は、

プロセスに関する理解度も高く、ガイドラインに対してもおおむね満足であると回答している。

教育管区計画官については、全 6管区の計画官のうち 2人が最近着任したばかりで、今回の調

査対象から除外したが、残りの 4名の計画官は全てプロセスに関する理解度はおおむね良いと

回答している。

2　質問票の結果は、21 名の DEM（全 34 名中）、8 名の地方議会担当官（全 32 名中）、4 名の教育管区計画官（全 6 名中 2 名は最近

着任したばかりのため対象外とし、該当者全員から回答）からの回答結果をまとめたものである。
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　３－３－２　成果2「DEP策定・見直しに必要なスキルと知識が県及び教育管区レベルで強化

　　　　　　　される」

　　成果2の達成状況は以下のとおりである。

指標 結果

2a. 担当官のトレーニング

への定期的参加率

• これまで、14 回のガイドラインに関するワークショップ、

8 回の DEP 策定・見直しワークショップ、8 回のコアトレー

ナーワークショップ、14 回のマーケティング・啓発ワー

クショップが開催された。平均の参加率は以下のとおり

である（出所：プロジェクト事務局）

ワークショップの種類 平均参加率（%）

コアトレーナー 80

ガイドライン策定・普及 95

DEP 策定・見直し 70

2b. DEP が“質”の基準に

従って策定される。

• DEP（2010-2012 年度）は質のチェックリストに従って策

定されており、2 度修正された。質に関する詳細な検証は

3-4-1 の「プロジェクト目標（質の高い DEP が全県におい

て策定され、定期的に見直される）」を参照

　成果 2の指標に関しては、上記のとおりほぼ達成している。トレーニングの参加率に関して

は、数値ターゲットは設定されていないものの、平均 70％を超えておりおおむね高い。なお、

マーケティング・啓発ワークショップに関しては、特に対象参加者を限定していないため参加

率は算出されていない。プロジェクトの初期には、県からのトレーニング参加者が適切ではな

い、あるいは毎回違う担当官が参加するなど一定ではないとの問題が指摘されたが、プロジェ

クト事務局からの働きかけにより徐々に改善し、現在は、参加者のレベルや一貫性は適切なも

のになっていると報告されている。例えば、2010年2月に実施されたDEP（2010-2012年度）の

策定ワークショップに関しては、南部管区ワークショップでは92%の参加率、中部・北部管区

ワークショップでは81%の参加率を達成しており、全ての県から担当官が参加している。

　教育管区・県レベルの担当官のDEP策定・見直しに関する知識・スキルについて、質問票

調査で確認した。県レベルでは、質問票調査に協力した全てのDEM及び地方議会担当官は、

DEPの策定・見直しに必要な“高い知識・スキル（Good Enough or Relatively Good）”を習得し

たと回答した。教育管区レベルでは、ほとんどの計画官がコアトレーナーとして“良い知識・

スキル”を習得したと回答した。一方、プロジェクト専門家によると、全般的にはおおむね適

切なレベルに達しているが、相対的にレベルが低い県が数県あり、重点的にフォローを行って

いるとのことであった。

 
　３－３－３　成果3「県教育担当官がDEPを有効活用するためのマーケティング能力が開発さ

　　　　　　　れる」

　　成果3の達成度は以下のとおりである。
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指標 結果

3a. マーケティング活動のために策定

されたツールの数

• 2009 年にプロジェクトが実施したマーケティング活動企

画コンペで 7 県が選出され、中央教育省の資金で活動を

実施した。その 7 県の活動における良い例や教訓などを

基にツール “DEP Marketing Tool- 7 Successful Approaches” 
のドラフトを策定した。プロジェクト終了までに完成予

定。

• ニュースレター 7・8 号でマーケティング活動を紹介し、

効果的なアプローチ等について MoEST、教育管区事務所、

県教育事務所、その他関係者に対して情報提供を行った。

• 民間セクター向け DEP マーケティング資料を策定した。

3b. マーケティング計画書に含まれる

活動の少なくとも 1 件が各県で県主

導で実施される

• マーケティング計画は DEP に含まれている。

• 2008 年、全ての県は教育省からの資金によりマーケティ

ング活動を行った。2009 年は、上記 7 県に加え、その他

の県も各県主導でマーケティング活動を行った。

• いくつかの県は、プロジェクトが提供したニュースレター

やワークショップによりマーケティング活動のアイデア

を得たと報告されている。

• 2010 年 9 月には第 2 回のマーケティング活動企画コンペ

を実施し、新たに 7 県が選定される予定である。この 7
県及び前回選定の 7 県のうち 3 県がプロジェクトからの

直接支援を受け、マーケティング活動を行う予定である。

　成果 3の指標については上記のとおり着実に進展している。マーケティング活動はプロジェ

クト開始当初から活動に含まれていたが、改訂されたPDM1で改めて成果 3として再整理され

たものである。従って、主要な活動は残りのプロジェクト期間に実施することが計画されてお

り、その活動の実施により最終的には達成の見込みが高いと判断される。

　マーケティングツールに関しては、現在ツール集のドラフトが策定されているが、今後予定

されている活動からの経験やプロジェクト専門家からの技術的なインプットにより、更に改善

し、広く県やその他の関係者に共有される予定である。

　マーケティング活動企画コンペで選定された7県のうち質問票調査に協力した5県によると、

プロジェクト活動によりDEPマーケティングに関する“良い（Relatively Good）”知識・スキル

を習得することができたと回答している。習得したスキルは、適切な関係者の選定の仕方、聴

衆に対する効果的なプレゼンテーション、メッセージの伝え方、提案書作成の手法等である。

３－４　プロジェクト目標と上位目標の達成見込み

　３－４－１　プロジェクト目標「質の高いDEPが全県において策定され、定期的に見直しさ

　　　　　　　れる」
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　　プロジェクト目標の達成度については以下のとおりである。

指標 結果

1．DEP が定期的に策定される（プ

ロジェクト期間内に少なくとも 2
度）

• DEP（2008-2010 年度）は 34 県全て策定済みである。DEP
（2010-2012 年度）に関しては、現在策定の最終段階であり、

2010 年 8 月までには完成・承認の予定である。

2．年度計画が定期的に見直され策定

される（プロジェクト期間内に少

なくとも 2 度）

• 2009 年度の年度計画は全 34 県で策定済みであり、2010
年度に関しては、現在策定中である。

3．70% の DEP が“質”基準をクリ

アする

（質の基準：批判的分析、マラウイ

成 長 開 発 戦 略（Malawi Growth and 
Development Strategy：MGDS） や 国

家教育セクター計画（NESP）との連

携、優先度（明確度、県のニーズの

反映度）、現実的な予算など）

（プロジェクトでは質の基準合格値を

70% と設定）

• DEP（2010-2012 年度）では、第一ドラフトでは 34 県中

27 県、第二ドラフトでは全県が 70% 以上を超えている。

第一ドラフトの平均値は 75%、第二ドラフトの平均値は

89% である。県毎の詳細なデータは図 3-1 を参照。

• 質問票の結果によると、DEM の 85% 以上がプロジェク

トの開始により DEP の質が「非常に向上した」、残りの

DEM も「おおむね向上した」と回答している。

• 具体的に向上したと回答された“質”の内容は、問題分

析力の深化、国家や県レベルの教育指標（EMIS/DEMIS）
活用による関連データ利用度の向上、関係者の参加促進、

DEP の記述内容がより良く理解しやすくなったことなど

である。

　プロジェクト目標の指標の達成状況により、プロジェクト目標は達成見込みであると確認さ

れた。

　中間レビューの提言に従って、プロジェクト後半は特にDEPの質の向上に注力してきた。プ

ロジェクト専門家は、質のチェックリストを策定しDEP策定プロセスに内包化したことにより、

統一化した質の確保が可能になったと考えている。一方、県の中には、質の基準をクリアする

ことに困難を示した県が数県あり、プロジェクトでは特に重点的にフォローアップを行った。

その原因としては、DEMのコミットメントの不足や地方議会からの協力が得られないこと等

が挙げられる。
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（出所：プロジェクト実施の質チェックリストスコア）

図３－１　全34県のDEP（2010-2012年度）の第一及び第二ドラフトの“質”スコア

　３－４－２　上位目標「DEPが全県において活用される」

　　上位目標の達成状況は以下のとおりである。

指標 結果

1．DEPに計画されている50%のプロ

ジェクトが実施される（50% の成

果指標が達成される）

• 2008 年度及び 2009 年度の実績について、34 県中 29 県が

50% 以上の達成度を示している。詳細については表 3-4
を参照。

2．DEPに計画されている優先活動の

うち少なくとも2つが県開発計画

（District Development Plan：DDP）
に統合される

• 質問票の結果によると、回答した半数の県は 2009 年度の

DEP の活動の 2 つ以上を DDP に統合したと回答している

が、一方、ほとんどの県は社会経済プロファイル（DDP
策定の基本となる資料）及び DDP の策定に DEP を活用

していると回答している。

3．DEPサイクル（計画、マーケティ

ング、モニタリング）に必要な資

金が地方議会及び教育省により確

保される

• 県レベルでの DEP 策定・見直しコストは 2010 年度以降

は、ORT（中央から県へ委譲された人件費を除く経常予算）

により確保することになっている。

• 中央レベルでは、プロジェクト終了後の 2010 年度（2011
年 1 月～ 6 月）の活動費はすでに確保されている。その

後の活動費は今後確保が必要となる。

％
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表３－４　県毎の 2008 及び 2009 年度の DEP 計画プロジェクトの実績（平均値）

北部 % 中東部 % 中西部 % 南東部 % 南西部 % シレ高地 %

Chitipa 33 Kasungu 167
Lilongwe 
Rural E

232 Mangochi 86
Blantyre 
City

62 Chiradzulu 61

Karonga 152 Nkhotakota 17
Lilongwe 
Rural W

210 Machinga 86
Blantyre 
Rural

60 Thyolo 56

Rumphi 29 Ntchisi 59 Mchinji 212 Balaka 54 Mwanza 58 Mulanje 134

Nkhatabay 374 Dowa 102 Dedza 272
Zomba 
Urban

107 Chikwawa 233 Phalombe 52

Mzimba 
North

81 Salima 69 Ncheu 78
Zomba 
Rural

83 Nsanje 91

Mzimba 
South

47
Lilongwe 
City

178 Neno 68

Muzuzu 
City

81

Likoma 15
出所：各県の DEP（2010-2012 年度）ドラフトからのデータを基に終了時調査団が算出

　上位目標の達成見込みについては、教育省のDEP制度化に向けたイニシアティブが強化さ

れれば、相対的に高いといえる。

　表3-4は2008・2009年度の各県のDEPプロジェクトごとの達成率を平均した値を示している。

ほとんどの県は比較的高い達成率を示しているが、この数値は慎重に検証されなければいけな

い。例えば、複数の県では、いくつかのプロジェクトにおいて 100%以上の達成率を示してい

る場合があるが、聞き取りによるとその多くはDEPを活用することなく物品・資金が提供さ

れたものであった。さらに県内で活動する開発パートナーのうちいくつかのパートナーは彼ら

独自の支援地域及び優先分野に基づいて支援を行う。従って、特定のプロジェクト（例えば、

トイレの建設や机の購入など）への支援内容が計画に対して 100%を超えたとしても、それが

DEPの意図した地域・分野に提供されたとは限らず、DEPの目標が達成されたとはいえない。

　質問票調査の「プロジェクト終了後にDEP実施に向けて十分な資金を獲得できるか」とい

う質問に対して、DEMの 65%は“ある程度”は可能と回答し、残りは“十分ではない”と回

答している。県内で利用可能な資金は、地方議会へ委譲された人件費以外の経常予算（Other 
Recurrent Transaction：ORT）やセクターに色分けされない地方開発資金（Local Development 
Fund：LDF）等、ここ数年で徐々に増加していると報告されているが、一方でほとんどの県担

当官はそれだけではDEPプロジェクトを完全に実施することは困難であると主張している。

　DDPに関しては、インタビューや質問票によると、DDPは全県で策定されているわけでは

ないこと、またその策定や見直し時期が県によって異なり、長期にわたり見直しが行われてい

ない県もあるとの報告があった。よって、DDPとDEPの策定や見直しのタイミングが一致し
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ないケースが出てくる。その結果、いくつかの県では、DDPの策定の際には、DEP内容を活用

するものの、具体的なプロジェクトをDDPの計画書に入れ込むことは現実的ではないとの意

見が上げられた。

３－５　実施プロセス

　プロジェクトの開始当初、日本人専門家の派遣が遅れ、ローカルコンサルタントがプロジェク

ト運営を行っていたが、JICAからの支援が不十分であったこともあり、プロジェクトの実施が

計画どおりに行われていなかった。その後、2008年に日本人専門家が配置され、プロジェクト

実施体制が整備され、活動の実施プロセスも改善された。POは 2009年 2月の中間レビュー後に

作成された。

　カウンターパートである教育省中央レベル（教育計画局）のイニシアティブ及びオーナーシッ

プは全般的に弱いと見られる。プロジェクト事務局では、教育省中央レベルが担うべき役割につ

いて、教育計画局と何度も協議を行った。具体的にプロジェクト事務局が提案した役割は、省

内の関係局や他省へのDEPの活用促進、DEPの資金確保のための質的改善に向けた分析・提言、

県の格差改善に向けたDEP活用、DEPガイドラインや質的確保のための技術的提言などである。

しかし、教育計画局では、恒常的な人材不足（定員の約 6割が空席との報告あり）、2010年 3月
以来教育計画局長が不在であることや近年本格化したセクターワイドアプローチ（Sector Wide 
Approach：SWAp）やEFA-FTI（万人のための教育・ファストトラックイニシアティブ）触媒基金

プロセスの業務負担が急増したことなどにより、これらの役割は果たされなかった。

　2008年にコアトレーナー制度が導入された。コアトレーナーは中央（教育計画局、基礎教育

局及び地方自治省）、管区事務所及び県教育事務所など各レベルから参加している。中央レベル

からの参加については、全国レベルで行われるコアトレーナー研修には、全員ではないが、可能

な範囲で参加者を提供していたが、県のDEP策定チームに対するトレーニングへの参加はきわ

めて限定的であった。更に、コアトレーナーの頻繁な交代（これまで18名のうち6名が離職）は、

スムーズな活動実施の阻害要因の一つであった。なお、離職したコアトレーナーは全て後継行政

官が任命されている。

３－６　外部条件の影響

　PDMの外部条件として、主に地方分権化の進展（特に中央政府（教育省）から県レベルへの

教育予算権限の委譲）、中央政府によるDEP活用のための制度改善、県・管区事務所の関連行政

官の任命等が設定されている。

　地方分権化については、人件費以外の経常予算（ORT）が県レベルに委譲される等進展も見ら

れるが、開発予算は依然中央政府の管轄になっている。その理由として、中央教育省は県事務所

の技術的能力（調達や財政管理等）がまだ十分ではないことを挙げている。DEP活用のための制

度改善については、基礎教育局が四半期ごとにDEMと教育活動の計画・実施に向けた協議を行

う等、中央レベルでのDEP活用の取り組みは始まりつつあるが、まだ制度としては確立してお

らず、今後更なる努力が必要である。行政官の配置については頻繁な異動があるものの、県及び
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管区の行政官は現時点で問題なく配属されている。またDEMは異なる県に異動しても同ポスト

に配属されるケースが多く、また県や管区の行政官が中央の教育省に異動することもあり、プロ

ジェクトによる成果（DEPプロセスに関する知見）がまったく失われるような状況にはないこと

が報告されている。
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第4章　評価５項目による評価結果

４－１　妥当性

　本プロジェクトのプロジェクト目標及び上位目標と、マラウイの国家政策の整合性は高いと認

められる。県の教育開発計画（DEP）策定のコンセプトは、マラウイの地方分権化政策及び国家

教育セクター計画（NESP）と合致している。特に、県レベルの行政能力を強化することは、地

方分権化をより促進することに貢献する。また、プロジェクトはターゲットグループのニーズに

も合致している。インタビューや質問票の結果によると、県レベル関係者はDEPの必要性及び

有用性を強く認識しており、彼らによると「DEPは教育開発を改善するためのエントリーポイン

トであると同時に、中長期的な視点を持って対処すべき課題やギャップを特定するためのガイド

であり、DEPを策定することにより県教育開発の目標達成に向けてより集中して取り組むことが

できる」と報告している。またDEPは、様々な種類の資金確保のための有効的な手段であると

認識されている。

　日本のODA政策との整合性に関しても、基礎教育支援（初等・中等教育）は日本のマラウイ

に対する援助政策の重点課題の一つとなっており妥当性は高い。

　一方、2010年度から、学校改善計画（SIP）に基づき学校交付金（School Grant）が提供される

全国プログラム（PSIP）が開始されることになった。PSIPが本格的に展開された際には、DEPと

SIPとの連携が求められる。

　地方分権化に関しては、特に教育開発予算の中央から県への権限委譲が遅れており、その影響

で本プロジェクトは中間レビューの際に上位目標を修正した。DDPについては、DDPが県の開

発の計画策定・予算プロセスの基本となる重要な計画である点からも、DEPとの連携を推進する

妥当性は認められる。DDPはDEPほど制度化が進んでいない等の課題もあるが、2つの計画をリ

ンクさせるための取り組みは少しずつ進められている。

　アプローチに関しては、本プロジェクトは 2000年から JICAがマラウイで実施している 2つの

開発調査（NSMMPとNIPDEP）の後継案件であり、同調査で開発されたDEPのコンセプトと策

定プロセスを制度化することをめざしていることから、全国 34県を対象としている点は妥当で

ある。

４－２　有効性

　今回の調査結果により、プロジェクト目標は達成見込みであることが確認された。3つの成果

は、DEP策定・見直しに必要なガイドラインを作成することによりプロセスを明確化し、関係者

の能力強化を図り、更にDEP普及・活用を推進するマーケティング活動を支援しており、プロジェ

クト目標達成に貢献したと認められる。DEP策定・見直しが計画どおり行われたことに加えて、

特に、質の向上が重点的に取り組まれた。質のチェックリストが作成され、DEP（2010-2012年度）

に活用されたが、このチェックリストは質の様々な要素に対応すべく具体的な指標を提供してい

る。また質問票への回答者の多くは、プロジェクトの技術支援によりDEPの質が向上したと報

告している。

　貢献要因として、2008年にコアトレーナー制度が導入されて実施体制が確立されたことや、中

間レビューの際に実施促進のために必要な取り組みが整理され、それ以降PDM及びPOに基づい

て着実にプロジェクト活動が実施されたことが挙げられる。
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　一方、阻害要因としては、教育計画局からのDEPガイドライン策定や質の確認などへの技術

的インプットが期待されていたようには提供されなかったことが挙げられる。また、関連中央省

庁・部局からのコアトレーナー研修への参加は、貴重な情報源として議論を深めた点は非常に有

益であったが、彼らの教育管区や県でのトレーニングへの参加は限定的であった。

４－３　効率性

　実施の効率性は、プロジェクト期間の途中から改善されたとみられる。初期段階では、日本人

専門家の派遣の遅れ、プロジェクト実施運営に対する JICAからの支援不足、JICAとマラウイ側

とのコミュニケーション不足により、活動の遅延ややり直し等が発生し、実施プロセスは計画ど

おり進んでいなかったことが報告された。しかし、2008年の日本人専門家（長期・短期）派遣後、

実施体制が再構築され活動が進展し始めた。また中間レビューの際には、より効率的なプロジェ

クト実施促進のためにPDMの見直しやマラウイ側の経費負担に関する協議等が行われた。

　2008年に導入されたコアトレーナー制度は効果的に機能していると報告されている。具体的

には、異なる省庁・部局から参加者を得た事で、広く技術的課題を話し合えるプラットフォーム

を得た事が挙げられ、これはプロジェクトの技術面の強化に貢献したと同時に、各省庁・部局間

の連携強化にもつながった。また県のDEP計画チームからは、コアトレーナーを中央、教育管区、

県など異なるレベルから集めた事により、研修内容及びファシリテーションが包括的かつ実践的

であったと評価された。県のDEP計画チームは県教育事務所及び地方議会の行政官から構成さ

れており、この共同運営が両組織の連携強化及びDEPの質の向上にも効果的であったと報告さ

れた。また、コアトレーナーやDEMの頻繁な異動は成果達成の阻害要因の一つとなった。

　経費分担に関しては、中間レビューの際に日本側とマラウイ側が協議を行い、マラウイ政府に

よる 2009年度と 2010年度の経費負担額が合意された。マラウイ政府はその合意に従って適時予

算を拠出しており、その資金は主にマーケティング活動に活用されるなどプロジェクトのスムー

ズな運営に貢献した。一方、中央教育省レベルのイニシアティブとオーナーシップは全般的に限

定的であった。EFA-FTI申請・承認やSWApプロセスに関する教育計画局の業務が増加するに伴い、

同局のカウンターパートとのコミュニケーションが困難になり、プロジェクトの進捗にも影響し

た。

４－４　インパクト

　終了時評価時点では、教育省によるDEP制度化のためのイニシアティブが強化されれば、今

後3年から5年の間の上位目標の達成の見込みは相対的に高いことが確認された。

インタビューや質問票の結果から、DEPの資金確保のための活用度は向上している事が報告され

た。プロジェクト支援のマーケティング活動はその活用促進の要因の一つであると考えられる。

各県による 2008・2009年度のDEP活動の実績を見ると、多くの県では比較的良い数値を示して

いる。しかし、3-4-2で議論したように、これらの数値は慎重に分析すべきである。県教育事務

所は県内での資金確保に向けて更なる努力が必要になるが、中央レベルでもDEP活用による資

金配分を進める必要がある。特に地域内の資金が他に比べて少ない県に対しては特別な支援が必

要になる。

　質問票の結果によると、プロジェクト実施による正のインパクトが多く報告された。質問票に

回答したほとんど全員のDEMや地方議会担当官は、プロジェクトで修得したスキルは彼らの日
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常業務にも有益であると考えている。教育管区事務所は活動を通して、担当する県の実情をより

詳細に把握することができるようになった。県教育事務所と地方議会は連携が進み、県の教育行

政活動の実施が改善された。県教育事務所のDEP策定に直接かかわっていない職員も県の教育

事情に詳しくなってきた。また、DEPのマーケティング活動を通して、様々な関係者にDEPの存

在や内容を紹介し、教育問題について意見交換する機会を設けたことで、学校関係者、地域住民

や伝統的リーダーなどがDEP及び教育課題を理解し始め、活動への参加や協力体制を示すなど

態度も好転し、中には資金・資源を提供するものも増えている。

４－５　自立発展性

　政策的観点、組織的観点、財務的観点、技術的観点から判断すると、プロジェクト終了後のプ

ロジェクトの成果の継続性を高める取り組みは進められている。その継続性を確保するために

は、特に教育計画局のイニシアティブによる組織的環境を強化することが必要になる。

　４－５－１　政策面

　教育省の教育計画局及び基礎教育局は、プロジェクト終了後も、資金のより良い活用及び

NESP達成のための有効なツールとしてDEPを継続活用していくことを確認した。教育計画と

して、NESP（国家教育セクター計画）、DEP（県教育開発計画）、SIP（学校改善計画）の連携

は政策文書には明記されている。一方、各計画の実施やモニタリングに関しては、徐々に促進

されてつつある。しかし、中央レベルでの資金配分におけるDEPの活用やDEP/SIPをNESP実

施のモニタリングツールとして活用するメカニズムについては未だ構築途上である。

　全国プログラムであるPSIPは今後4年間で全国展開を進める予定である。このプログラムは、

学校交付金と同時に県教育事務所に対しても交付金（District Improvement Grant）を提供する計

画になっており、DEPプロセス及び県教育事務所の責任や役割にも影響を与えることが予想さ

れる。プログラムの詳細は未だ開発中であるが、教育省による調整が求められる。

　地方分権化はマラウイにとっても引き続き優先政策である。教育分野の分権化は、進展しつ

つあるが、完全な分権化の見通しは現時点では確認できない。地方分権化の進展はDEPの効

果的な活用を促進する要因であり、その促進が望まれる。

　４－５－２　組織面

　プロジェクト実施運営に関する教育省のイニシアティブは現時点で非常に限定的である。し

かし終了時評価団との協議で、教育計画局は政策計画課をDEP担当課として任命し、プロジェ

クト終了後に現在のプロジェクト事務局が行っている役割を引き継ぐことを明言している。こ

の担当課の役割としては、中央でのDEP策定・見直しに必要な活動予算の確保、DEPスケジュー

ルのフォロー、コアトレーナーに対し必要な技術的支援・トレーニングの提供、DEPの質的管

理の実施などがあげられる。また、コアトレーナー制度を継続するためには、プロジェクト終

了後のコアトレーナーの選定や役割については教育計画局主導で改めて確認する必要がある。

　また、DEP実施における基礎教育局の役割は非常に重要であることから、教育計画局との緊

密な連携協調が求められる。
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　４－５－３　財政面

　県レベルでのDEP策定・見直しに係る費用は、2010年度から主に県レベルの経常予算（ORT）
で対応することになった。中央レベルに関しては、2010年度のプロジェクト終了後の活動費は

教育省から分配されているが、来年度以降の費用については今後確保する必要がある。

　DEPの実施に関しては、より多くの資金が必要である。上述のように、各県は可能な資金の

確保に向けて努力を重ねているが、県内の資金源ではDEPを完全に実施に移すことは困難であ

る。特に、資金が限られている県に対しては中央からの支援が必要である。DEPが教育省の年

次計画（Programme of Work）の策定に活用され、EFA-FTI触媒基金やプールファンドの資金が

DEPに基づいて配分されることが期待される。同時に、建設や物品調達など中央教育省からの

県への支援に関しても、その数量や額などはDEP策定・見直しの際に県レベルに情報提供さ

れることが求められる。

　４－５－４　技術面

　DEP策定・見直しに関する県の行政官の能力に関しては、質問票の結果によると、多くの

DEMがプロジェクトの直接的な支援がなくてもプロセスを継続できると回答している。一方

で、彼らは、必要なスキルの向上、DEPスケジュールのフォロー、DEPの質の確保の面で、引

き続き中央からの支援が必要としている。特にDEPの質に関しては、現在プロジェクトが現

地雇用しているアドバイザーがコアトレーナーとともにチェックリストに照らして確認作業を

行っているが、プロジェクト終了後は教育計画局のイニシアティブにより継続される必要があ

る。

　主要なコアトレーナーへのインタビューや質問票の結果によると、ほとんどの行政官は今後

もコアトレーナーとしての役割を継続する意思があり、一定程度は効果的な活動が行えると回

答している。しかし、コアトレーナーの質を確保するうえでも、異動などでコアトレーナーが

交代した場合の適切な対応が必要である。

　インタビューや質問票の結果によると、数名のDEMや地方議会担当官は、DEP活用の必要

性・有効性は高く評価している半面、DEPプロセスは非常に手間や時間がかかることを問題点

として報告している。特に、教育管理情報システム（Education Management Information System：

EMIS）データの抽出が困難であるとしている。一人の管区計画官は、DEP策定チームがある

にもかかわらず、結局DEMが全ての仕事を担ってプレッシャーを感じながら対応することに

なっていると観察している。プロジェクトでは、DEPガイドラインをプロジェクト終了までに

は完成する予定であるが、DEPプロセスの持続性を確保する観点から、DEPフォーマットやプ

ロセスが適切であるか確認する予定である。

４－６　結論

　終了時評価団は、本プロジェクトは当初いくつかの問題に直面していたが、その後立て直され、

プロジェクト目標の達成に向けて着実に活動を実施していることを確認した。県や教育管区レベ

ルでは、DEP策定・見直しに関するスキルや能力が向上し、教育開発におけるDEPの活用及び認

知度が上がっていることが確認された。また、地域住民の教育問題への理解度が上がり協力体制

も整いつつある。

　従って、教育開発及び地方分権化を促進するためにもDEPプロセスを継続することを提案する。
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マ国の教育課題を取り巻く環境は日々変化しているが、本プロジェクトの成果の自立発展性を確

保するためにも、中央教育省のより強いコミットメント及びイニシアティブが求められる。
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第5章　提言と教訓

５－１　本調査で確認された事項

　５－１－１　県レベル関係者によるDEPの理解

　本プロジェクトの実施により、マラウイ国内の全 34県においてDEPが策定されるとともに、

DEMを中心にその定期的な見直し・年度計画の策定を行う体制が確立された。プロジェクト

活動を通じて、県レベルの関係者は、DEPの意義を理解し、各県における教育政策としての活

用（DEPを根拠としたORTの活用等）を進めている。また、プロジェクトが支援するマーケティ

ング活動の経験を蓄積・共有することで、各県における資金獲得のための活動も活発化してい

る。このように、県レベルではDEPの重要性・有用性への認識が深まり、地方教育行政の中

で活用する体制が確立されつつあるということができる。

５－２　提言

　５－２－１　中央レベルにおけるDEPを活用した教育政策の一層の推進

（１）中央レベルにおけるDEPに対する理解も、中間レビュー以降、一定程度進んだことは

確認できたものの、依然としてその活用レベルは十分ではない。例えば、調査団が教

育省次官と面談した際に、「各県における教育政策のニーズやプライオリティはDEP
に集約されていることから、中央からの資源・資金配分にあたっては、DEPを参照・

活用している」との発言があった。しかしながら、実際の教育省からの資源・資金配

分を見ると、DEPを十分に反映しているとはいいがたく、例えばある県では、必要な

机の数の３割程度しか供給されていない一方で、他県では、必要数の 3倍もの机が供

給されるといったミスマッチが起きているのが現状である。したがって、地方への資

源・資金配分計画策定におけるDEPの一層適切な活用が求められる。

（２）また、NESPのモニタリング（Monitoring and Evaluation：M&E）や、全国の格差解消の

ためのツールとしての活用も現状ではほとんど行われていない。NESPとの連関を強

化するため、DEPはNESPと同様の３つの柱（Quality and Relevance、Access and Equity、
Governance and Management）に沿った計画となっている。したがって、教育省が、DEP
の達成状況をモニタリングすることがNESPの達成状況のモニタリングにもつながる

が、こうした観点からのモニタリングは行われていないのが実情である。また、教育

省は、各県のDEPを横断的に比較・分析することで、特に教育開発の遅れている県を

特定し、優先的な資源配分を行うといった政策にもDEPを活用することが求められる

が、こうした活用も現時点ではなされていない。したがって、教育省におけるこうし

た観点からのDEPの活用が望まれる。

（３）なお、本来であれば経常予算と同様に、開発予算についても、地方分権化を進め、教

育省はDEPに基づき各県に対して必要な教育開発予算を交付金（ブロックグラント）

の形で配分する体制に移行するべきである。特に、EFA-FTI触媒基金やプールファン

ド等の資金を今後活用していく際には、こうした資金の流れを確立することが適切で

ある。教育省次官と協議した際には、「DEPIPを通じて県レベルの計画策定能力は強化
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されたが、計画を実施に移すために必要な調達や財務に関する能力は依然低いままで

あることから、開発予算を分権化するスケジュール的な目処は立っていない」との説

明があった。今後は、地方に対する調達や財務能力強化にかかる研修等を強化すると

ともに、資金の使途の透明性を確保する仕組みを整え、具体的な分権化のスケジュー

ルを早急に策定することが求められる。

（４）また、地方分権化の流れの中で学校直接支援の流れが加速化しており、SIPの本格的

な導入も開始されている。したがって、今後SIPが本格化していくのであれば、SIPと

DEPの関連性確保と役割分担の明確化が必須である。基本的に、各学校ごとの改善計

画がSIPの内容となることから、DEPは既存校の計画に関してはSIPの積み上げを活用

して、全体の優先順位付けを行うなどすることが想定される。かつ、DEPは、これに

加えてSIPでは対応できない部分での計画等（例えば県内の新設校の建設計画や、教

員の各学校への配置計画等）を中心に担っていくことが期待されるが、こうした両者

の関係整理が今後必要である。その際には、DEPは計画局が、SIPは基礎教育局が所管

しているところ、両局の連携強化が不可欠と考えられる。

　５－２－２　DEPの継続性確保のための中央レベルの関与の強化

（１）上述のとおり、県レベルでDEPを更新・活用していく体制は確立されつつあるが、こ

れをプロジェクト終了後も継続していくためには、中央レベルの関与の強化が不可欠

である。具体的には、以下のような点での関与の強化が求められる。①各県での毎年

のDEP更新作業等に必要な予算を教育省として確保すること、②毎年のDEPの更新や

見直し等の作業にかかる指示を県に対して行うとともに、スケジュールどおりにプロ

セスが進むようにフォローすること、③コアトレーナー制度継続のために必要な措置

を取ること（コアトレーナーへのTOTや、異動に伴う新たなコアトレーナーの任命、

コアトレーナー制度維持のための予算確保等）④DEPのミニマムスタンダード維持の

ために必要な措置を取ること（特にDEP策定能力の十分でない県に対する必要な技術

支援の提供等）。

（２） こうした活動を行っていくためには、教育省計画局内にフォーカルポイントを任命し、

組織的にDEPを支援する体制を構築することが必要である。教育省からは、Policy and 
Planning Sectionが、今後のフォーカルポイントになるとの説明があった。同セクショ

ンの担当者は、プロジェクト終了後、教育省が上記のような活動を独自に進めていく

ことが可能となるよう、現時点からDEPIPの活動に主体的に参加することが必要であ

る。

　５－２－３　DEPフォーマットの簡素化

　今回の調査を通じて、DEMや地方議会からDEPの内容の簡素化に対する要望が散見された。

本調査と同時期に行われたDEP更新のためのワークショップにおいても同様の意見が出され

ていた。特に、DEPの策定・更新作業に中心となって携わるDEMにとってかなりの労度となっ

ていることは、プロジェクトの負のインパクトとしても指摘されていることであり、こうし
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た労度を軽減する観点から、DEPのフォーマットを再度見直し、簡素化を検討することが望

ましい。そのことが将来的なサステナビリティの向上にもつながるものと考えられる。なお、

EMISデータの取り扱いが複雑であることへの改善要望も多く挙がっていたことから、プロジェ

クトの範囲外ではあるが、こうした点での改善も検討の必要がある。

５－３　教訓

　すでに述べてきたように、本プロジェクトでは、県レベルでの活動に関するプロジェクト目標

を達成しつつあるが、中央レベル（具体的には教育省）のプロジェクトに対する関与・オーナーシッ

プが終始一貫して弱く、そのことがプロジェクト終了後のサステナビリティへの懸念材料となっ

ている。本協力の実施協議報告書には、「過去の 2度の開発調査により研修を受けた行政官が本

省のカウンターパート部局である計画局に異動していることから、本案件では当初より教育計画

局を中心に事業を進め、JICAはあくまで支援者としてプロジェクトの目標を目指す戦略をとる」

との記述がある。しかしながら、中間レビュー調査報告書では、中央教育省としての本協力への

関与が弱く、DEPを国全体の教育計画にどう位置づけていくのかが明確でなく、教育省のコスト

負担もほとんどなされていなかったことが指摘されている。

　このように当初予想と現実が大きく乖離した原因としては、プロジェクト開始当初、日本人専

門家の投入が遅れたため、日本側とマラウイ側の間で十分なコミュニケーションが確保されな

かったことが挙げられる。特にコスト負担等について、ローカルコンサルタントが先方政府と交

渉することは通常困難と考えるべきであり、事務所も含めた日本側関係者が前面に出て交渉する

ことが不可欠である。中間レビュー調査以降、専門家及び事務所の粘り強い働きかけにより、教

育省側の予算が確保されるようになったが、こうしたコミュニケーションを当初から確保する必

要があったと考えられる。

　また、地方分権化のスケジュールの遅れが与えた影響も大きい。特に、開発予算の地方への権

限委譲が進んでいないことがDEPの活用のあり方を限定的なものとし、そのことがひいては教

育省の本案件への関わり方をも限定することとなったと考えられる。こうしたスケジュールの遅

れは、外部条件であるが、他方で本調査団が面会した教育省次官は、現時点では開発予算を地方

に権限委譲するつもりはないとの考えを表明しており、そもそも当初の地方への権限委譲の計画

を教育省側がどれほどの具体性をもって認識していたのかは不明である。地方分権化は、国の大

きな政策であり、その進捗をプロジェクトでコントロールすることは不可能であるが、具体的な

ロードマップを共有することで、進捗の遅れなどについての定期的な意識合わせをする等ができ

れば、もう少し教育省の関与を強くできた可能性もあると考えられる。

　さらに、開発調査と技術協力プロジェクトの違いについても、先方の意識が明確でなかった可

能性がある。技術協力プロジェクトは、相手国関係者の能力開発（強化）や制度構築に主眼があ

り、開発調査に比べ、先方のオーナーシップがより求められるが、開発調査の後継として開始さ

れた本案件において、教育省側がそういった意識の切り替えをできていなかった可能性が考えら

れる。その意味で、2008年以降コアトレーナー制度を導入することにより、中央関係者がよりプ

ロジェクトに関与する体制の構築が進んだことは高く評価されるべき点である。同様のプロジェ
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クトの実際の際には、当初からこうした仕組みを構築することを検討することが望まれる。
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